
 
 



 
 































 

 

 

 











 

 



 

 





 

補正予算説明書 

 （（仮称）富秋学園整備事業） 

学校園管理室 

 

1.事業概要 

　　事 業 者　　：　奥村組･内藤建築事務所･テクノ工営特定建設工事共同企業体 

　　契約金額　　：　6,880,390,000 円（うち施工分:6,523,000,000 円）　 

　　工　　期　　：　令和 5年 12 月 15 日～令和 10 年 3 月 31 日　 

　　主な内容　　：　基本設計、実施設計、既存校舎先行除却、新校舎建設、既存校舎除却、 

グラウンド整備、外構整備 

 

2.補正理由 

令和 5年 12 月の設計施工契約を締結し、令和 10 年 3 月までを工期として事業を実施中であるが、

契約締結時点より物価上昇や人件費増が続いている。 

そのため、（仮称）富秋学園整備事業設計施工契約書第 43条第 6項の規定に基づき、令和 7年 7月

以降に着手していく残工事分について、事業者からインフレスライドの請求があったことから、同条

第 7項の規定に基づき協議のうえ、増額費用について補正予算として計上するもの。 

 

3.補正内容 

　　継続費予算の令和 8年度・9年度の年割額及びその財源について補正 

　　設計施工契約金額 6,880,390,000 円を 7,315,407,000 円に 435,017 千円の増額変更を行うもの 

　　≪歳出≫　435,017 千円（R8:381,007 千円、R9:54,010 千円） 

　　≪歳入≫　391,500 千円（R8:342,900 千円、R9:48,600 千円）→ 公共施設等適正管理推進事業債 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（充当率 90％、交付税参入率 50％） 

 

　※R8,R9 の年割額については、補正前の各年度の支払予定額に応じて配分 

※継続費には、備品購入等の経費も含まれているため設計施工契約金額とは一致しない 

 

 　　 ①補正前 ②補正後 増減（②-①）

 

年度 年割額

左の財源内訳

年割額

左の財源内訳

年割額

左の財源内訳

 特 定 財 源

一般 

財源

特 定 財 源

一般 

財源

特 定 財 源

一般 

財源

 
国府 

支出金
地方債 その他

国府 

支出金
地方債 その他

国府 

支出金
地方債 その他

 

 令和 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

 5 97,500　 66,600　 30,900 97,500　 66,600　 30,900 0 0 0 0 0

 
6 140,660 　 77,400 　 63,260 140,660 　 77,400 　 63,260 0 0 0 0 0

 
 7 1,047,880 374,475 606,000　 67,405 1,047,880 374,475 606,000　 67,405 0 0 0 0 0

 8 4,911,360 873,778 3,408,800　 628,782 5,292,367 873,778 3,751,700　 666,889 381,007 0 342,900 0 38,107

 9 1,152,600 20,000 1,019,100　 113,500 1,206,610 20,000 1,067,700　 118,910 54,010 0 48,600 0 5,410

 計 7,350,000 1,268,253 5,177,900 0 903,847 7,785,017 1,268,253 5,569,400 0 947,364 435,017 0 391,500 0 43,517
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4.スライド額の算定方法 

（スライド対象） 

 

（算定式）　S　＝　［ （P2　－　P1）　－　（P1　×　1/100） ］ 　 

S　：スライド額 

P1 ：請負代金額から基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額 

P2 ：変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出した P1 に相当する額 

 

（仮称）富秋学園整備事業 〔基準日：2025.7.1〕　　　　　　　　　 （単位：円（税抜）） 

 

スライド額＝［（　P2　–　P1　）　-　（P1　×　1/100）　］ 

　　　　　　　　　　＝　　451,170,000　　 -　　55,700,000 

　　　　　　　　　　＝　　395,470,000 

　　　　　　　　　　＝　　395,470,000　×　1.1（消費税率）　⇒　435,017,000 円（税込） 

 

　　　　※P2 の算定 

　　　　○「一般財団法人建設物価調査会」公表の建設物価 建築費指数（大阪、学校 RC）から算出 

　　　　　建築費指数（H27 年＝100） 

　R5.12（契約締結時）･･･130.0　⇒　R7. 7（基準日）･･･140.5 

○物価上昇率計算式 

　140.5 / 130.0 ＝ 108.1%　⇒　物価上昇率：8.1%  

　　　　　　　P2 ＝ P1（5,570,000,000）×物価上昇率（8.1%）＝ 6,021,170,000 円 

 

 請負代金額 出来高 P1 P2※

 5,930,000,000 360,000,000 5,570,000,000 6,021,170,000

 令和 5年 12 月～令和 7年 6月 令和 7年 7月～令和 10 年 3月 総額

 

事業内容

・基本設計、実施設計 

・既存校舎先行除却 

（特別教室棟、講堂、機械室等）

・新校舎建設 

・既存校舎除却 

・グラウンド整備 

・外構整備

－

 スライド対象 × 〇 －

 

当初請負金額
①設計･監理:260,937,300 円(税抜) 

②施工:360,000,000 円(税抜)

①設計･監理:63,962,700 円(税抜) 

②施工:5,570,000,000 円(税抜)

①設計･監理:324,900,000 円(税抜) 

　　　〔357,390,000 円（税込）〕 

②施工:5,930,000,000 円(税抜) 

　　〔6,523,000,000 円（税込）〕

 
スライド額 0円

②施工:395,470,000 円(税抜) 

【7.1％増】

②施工:395,470,000 円(税抜) 

　　　〔435,017,000 円（税込）〕

 

変更後請負金額
①設計･監理:260,937,300 円(税抜) 

　　②施工:360,000,000 円(税抜)

①設計･監理:63,962,700 円(税抜) 

 ②施工:5,965,470,000 円(税抜)

①設計･監理:324,900,000 円(税抜) 

　　　〔357,390,000 円（税込）〕 

②施工:6,325,470,000 円(税抜) 

　　〔6,958,017,000 円（税込）〕 

①＋②全体金額 

　　〔7,315,407,000 円（税込）〕



 

5.スケジュール 

・令和 7年 11 月～12月　　令和 7年市議会第 4回定例会　補正予算案提出 

・令和 8年 2 月      令和 8年教育委員会第 2回定例会　議案提出（工事請負契約の変更） 

・令和 8年 2 月～3 月　　令和 8 年市議会第 1 回定例会　議案提出（工事請負契約の変更） 

 

 

＜参考資料＞ 

【参考①】（仮称）富秋学園整備事業設計施工契約書（抜粋） 

 

第 43 条　発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における

賃金水準又は物価水準の変動により契約代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対し

て契約代金額の変更を請求することができる。 

 

6　予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション

又はデフレーションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、

前各項の規定にかかわらず、契約代金額の変更を請求することができる。 

 

　　7　前 2 項の場合において、契約代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。　

ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に

通知する。 

 

【参考②】国土交通省資料（抜粋） 
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補正予算説明書 

（学校施設大規模改修事業） 

学校園管理室 

 

１．補正理由 

現在、これまでに改修履歴のない築 20 年以上の校舎を対象に、「和泉市教育施設等長寿命化計画

（令和 7 年度末改訂予定）」に基づき、老朽化する校舎の大規模改修、トイレの洋式化等に計画的

に取り組んでいる。 

本計画の改訂案では、令和 5年度から令和 14 年度において 28棟の校舎を大規模改修工事の対象

とし、令和 8 年度においては 5 棟、令和 9年度においては 4棟の改修工事を計画している。 

ついては、令和 8 年度に工事を計画する 5棟の工事費と工事監理費の補正予算、繰越明許費に加

え、令和 9 年度に工事を計画する 4棟の設計委託料について債務負担行為を補正予算として計上す

るもの。 

令和 8年度に実施する工事については、工事期間を考慮すると令和 8年 7月に工事着手が必要で、

令和 7年市議会第 4回定例会において工事費等の補正予算を措置のうえ、事業者選定及び契約手続

きを進め、令和 8 年市議会第 2 回定例会にて契約に係る議決を頂き、事業に着手する必要がある。 

また、令和 9 年度に実施する工事についても、令和 9年度中に工事を完了させるためには、令和

7年度中に設計業務に着手し、令和 8 年 10月末までに設計金額を整理したうえで、令和 8 年度に予

定する工事と同様の手続きが必要となるもの。 

 

 

２．補正内容 

（1）令和 8 年度施工分　 

≪歳出≫ 

工事費　　　　　　　　997,700 千円　←繰越明許費の設定（R7⇒R8） 

委託料〔工事監理〕　 　20,700 千円　←繰越明許費の設定（R7⇒R8） 

小計　　　　　　1,018,400 千円 

≪歳入≫ 

市債〔工事･工事監理〕 763,600 千円　←学校教育施設等整備事業債（充当 75%、交付税 50%） 

 

【財源内訳】　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

＊②国費は、学校施設環境改善交付金を活用予定（内示前のため 0 と記載） 

※補正予算の計上と併せて、繰越明許費を設定 

 

 
学校名 ①事業費 ②国費＊ ③市債

④一般財源 

（①－②－③）
備考

 伯太小学校 147,400 0 110,500 36,900 工事

 
北池田小学校

207,700 0
162,600 54,200

工事

 9,100 0 工事監理

 緑ケ丘小学校 177,500 0 133,100 44,400 工事

 郷荘中学校 181,300 0 135,900 45,400 工事

 
南池田中学校

283,800 0
221,500 73,900

工事

 11,600 0 工事監理

 合計 1,018,400 0 763,600 254,800
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（2）令和 9 年度施工分　 

≪債務負担行為≫ 

委託料〔設計〕　　 　　35,390 千円　（R7～R8）、限度額 35,390 千円  

 

【財源内訳】　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

※R7～R8 の債務負担行為を設定 

 

 

３．スケジュール（予定） 

（1）令和 8 年度施工分　 

令和 8 年 1 月～　 　　　業者選定手続き 

令和 8 年 5 月 　  　　　仮契約締結 

工事請負契約締結議案提出（令和 8 年教育委員会第 5 回定例会） 

令和 8 年 6 月　　　　　 工事請負契約締結議案提出（令和 8年市議会第 2回定例会） 

令和 8 年 7 月～　　　　 工事（令和 9年 2月末まで） 

 

（2）令和 9 年度施工分　 

令和 8 年 1 月～　 　　　業者選定手続き 

令和 8 年 3 月 　  　　　契約締結 

令和 8 年 3 月～ 　　　　実施設計（令和 8年 10月末まで） 

 

 

[参考] 和泉市教育施設等長寿命化計画　改訂案　 

令和 5年度から令和 14年度において 28 棟の校舎を対象 

 
学校名 ①事業費 ②国費 ③市債

④一般財源 

（①－②－③）
備考

 芦部小学校 7,280 0 5,400 1,880 設計

 北池田小学校 9,080 0 6,800 2,280 設計

 北松尾小学校 11,300 0 8,400 2,900 設計

 和泉中学校 7,730 0 5,700 2,030 設計

 合計 35,390 0 26,300 9,090

 
年度 棟数

改修実施棟

 小学校 中学校

 R5 1 北池田中①

 R6 1 いぶき野小①

 R7 １ 国府小①

 R8 5 伯太小①、北池田小①、緑ケ丘小① 郷荘中、南池田中①

 R9 4 芦部小①、北池田小②、北松尾小 和泉中①

 R10 3 いぶき野小② 和泉中②、石尾中①

 R11 4 伯太小②、南池田小① 北池田中②、南池田中②

 R12 4 国府小②、芦部小② 北池田中③、南池田中③

 R13 3 緑ケ丘小②、青葉はつが野小① 石尾中②

 R14 2 国府小③、青葉はつが野小②
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補正予算説明書 

（いぶき野小学校給食室改修事業） 

 

学校園管理室 

 

１ 補正の理由 

 

給食室については、老朽化対策及び衛生環境の向上を図るため、給食室のドライ化改修を計画的に

実施する必要がある。 

また、給食調理業務委託については、給食調理員の配置人員の不足が生じないよう、退職者の推移

を勘案しながら導入を進めており、ドライ化改修が完了した学校から調理業務委託を導入すること

を原則としている。 

給食調理業務委託は、新たに、令和 8 年度に信太中学校で、令和 9 年度には、（仮称）富秋学園で

の導入を予定しており、令和 9年度の時点で、26校中 13 校において委託する予定としている。 

令和 9年度以降の予定については、令和 13 年度に新規校を追加する予定であったが、退職者の推

移等を踏まえると、令和 11 年度に新規校を追加する必要が生じたため、令和 9 年度の夏休み期間を

中心に給食室のドライ化改修工事を実施する必要がある。 

このことから、令和 7 年度中に設計業務に着手し、令和 8年 10 月末までに設計金額を整理したう

えで、令和 8年市議会第 4回定例会にて工事費等の補正予算を措置のうえ、事業者選定及び契約手続

きを進め、ドライ化改修工事に着手する必要があるため、設計委託料について債務負担行為を補正予

算として計上するもの。 

 

２ 補正の内容 

 

  【債務負担行為】いぶき野小学校給食室改修事業 （設計委託料） 

令和 7年度～令和 8年度 限度額：9,023 千円 

   

 

３ スケジュール（予定） 

 

 令和 8年１月   業者選定手続き 

  令和 8年 3月   契約締結 

  令和 8年 3月～  実施設計（令和 8年 10月末まで） 
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（参考） 

【これまでのドライ化改修工事実施状況等】               (委託化年度順) 

NO 校名 児童生徒数 建築年 改修年 面積(㎡) 委託化年度 

1 石尾中学校 641 H26 - 402 H28 

2 北池田中学校 721 H04 H26 200 H29 

3 南池田中学校 768 S58 H26 246 H29 

4 南松尾はつが野学園 925 H28 － 375 H29 

5 郷荘中学校 634 S48 H27 130 H30 

6 和泉中学校 864 S41 H29 223 R01 

7 光明台中学校 477 S53 H30 161 R01 

8 青葉はつが野小学校 824 H18 - 392 R03 

9 国府小学校 619 H11 - 351 R05 

10 北松尾小学校 644 H16 - 434 R06 

11 槇尾学園 394 R06 － 302 R07 

12 信太中学校 438 S46 R06 230 R08 

13 (仮称)富秋学園 418 R08 － 400 R09 

 

  ・1～11 の学校は、既に給食調理業務委託を実施 

  ・12 の信太中学校は、令和 8年度から給食調理業務委託を実施予定 

  ・13 の（仮称）富秋学園は、令和 9年度から給食調理業務委託を実施予定 

 

【ドライ化改修工事未実施校の状況】 

光明台中学校区並びに信太中学校区の小学校については、義務教育学校への移行時の対応を想定し、 

現時点でのドライ化改修工事の対象校は 8校。 

  今後については、1 校ごとに行っている給食調理業務委託の費用対効果等を勘案し、近隣の複数学

校を集約した業務委託を視野に検討した結果、令和 9 年度はいぶき野小学校、令和 10 年度は和気小

学校においてドライ化改修工事を行う予定。 

令和 11 年度以降は、今後検討を行う。 

 

今後のドライ化改修工事対象校   （学校設置条例順） 

NO 校名 児童生徒数 建築年 

1 和気小学校 564 S48 

2 伯太小学校 433 S49 

3 黒鳥小学校 459 S45 

4 芦部小学校 487 S47 

5 北池田小学校 600 S56 

6 いぶき野小学校 749 H04 

7 南池田小学校 484 S45 

8 緑ケ丘小学校 517 S48 
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和泉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部改正について（概要） 

 

こども未来室 

 

１　主な改正の理由 

国の基準改正に伴う条例改正。 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１

号）が一部改正（公布：R7.9.16、施行：R7.9.16）されたため、所要の規定の整備

を行う必要がある。 

 

２　主な改正の内容 

　　家庭的保育事業者等とは、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事

業又は事業所内保育事業を行う事業者のことで、本市においては、小規模保育事業

を行う施設として、「みのり小規模保育園」が該当する。 

　　家庭的保育事業者等は、利用する乳幼児に対し、利用開始時の健康診断と、利用

開始後に少なくとも１年に２回の定期健康診断及び臨時の健康診断を行わなけれ

ばならないとされている。 

　　これまで、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断が行われた場合

で、その内容が家庭的保育事業の利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当する

と認められ、家庭的保育事業者等が結果を把握するときは、利用開始時の健康診断

を免除できるとされていた。 

今回の改正にて、家庭的保育事業者等におけるこどもの健康管理の円滑な実施に

資するよう、母子保健法第１２条又は第１３条に基づく健康診査が行われた場合に

は、利用開始時の健康診断に加えて、定期健康診断及び臨時の健康診断も免除でき

ることを新たに追加するもの。 

 

３　施行期日 

　　公布の日から施行する。
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和泉市職員の給与に関する条例の一部改正について（概要） 

 

こども未来室 

 

 

１　主な改正の理由 

公立保育園に勤務する職員の給食費の徴収方法は、これまで現金徴収としていた

が、集金事務の効率化と現金取り扱いのリスク軽減を図る観点から、今後は給与天

引きとするため、必要な規定整備を行うもの。 

　 

２　主な改正の内容 

給与天引きできるものは、条例で規定する必要があるため、和泉市職員の給与に

関する条例第 44 条に職員の給食費を控除できる規定を追加する。 

 

第 44 条　職員の給与から控除できるものは、法律で特に認められたものを除くほ

か、次の各号に掲げるものとする。 

(1)　金融機関に支払うべき職員の定期的積立金及び返還金の額 

(2)　職員が契約した団体生命保険及び損害保険の保険料 

(3)　職員の福利厚生を目的とした団体に支払うべき職員の費用 

(4)　職員団体に支払うべき職員の費用 

(5)　市立保育所等に勤務する職員の給食費の額 

 

　 

３　施行期日 

令和８年４月１日から施行。 

 

 

（参考） 

給食費の月額：５,４００円（ほか週４日勤務４,３２０円、週３日勤務３,２４０

円） 

対象者数　　：約３００人（正職員、任期付職員、会計年度任用職員、再任用職員） 
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令和７年和泉市議会第４回定例会における財産取得について 

（（仮称）和泉市立富秋学園給食室厨房機器一式）【概要】 

 

学校園管理室 

□案件 

財産取得について（(仮称)和泉市立富秋学園給食室厨房機器一式） 

 

□概要 

令和５年和泉市議会第１回定例会にて、継続費にて予算計上した、（仮称）和泉市立富秋学園整

備事業における給食室厨房機器の購入について、指名競争入札により、３１，７９０千円で仮契約

をしており、本契約の締結には、和泉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第３条の規定に基づき、議会の議決を要することから、令和７年第４回定例会において議決

を求め、本契約を締結しようとするもの。 
 

□契約方法　　　　　　　　　　指名競争入札（入札日：令和７年１０月７日） 
 

□仮契約日　　　　　　　　　　令和７年１０月１４日 
 

□仮契約締結額　　　　　　　　３１，７９０，０００円 
 

□仮契約締結の相手方　　　　　大阪市生野区巽南五丁目４番１４号 

株式会社中西製作所大阪支店　　支店長 堀田 敦志 
 

□納入期限　　　　　　　　　　令和９年３月１９日 
 

□取得内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数量 数量 数量

1 球根皮剥機 1 1 小型フードスライサー 1 1 移動台 2

2 球根受け用L型運搬車（球根皮剥機用） 1 2 移動式スライサー置台 1 2 作業台 2

3 はかり用置台 1 3 IHクッキングヒーター 1 3 受台 1

4 防水型デジタル台はかり 1 4 移動台 17 4 移動シンク 6

5 検収台 1 5 作業台(下部収納付) 1 5 １槽シンク 1

6 移動台 3 6 移動パンラック 1 6 ３槽シンク 2

7 作業台 3 7 スタッキングカート 5 7 掃除用具ロッカー 1

8 シェルフ 4 8 １槽シンク 1 8 電気式トレイ消毒保管機 1

9 スタッキングカート 6 9 ２槽シンク 1 9 電気式食器消毒保管機 1

10 ２槽シンク 2 10 ３槽シンク 1 10 電気式食缶消毒保管機 2

11 ３槽シンク 2 11 掃除用具ロッカー 1

12 掃除用具ロッカー 1 12 冷凍庫 1 1 移動作業台 1

13 検食保存用冷凍庫 1 13 包丁・まな板消毒保管機 1 2 移動シェルフ 2

14 冷凍庫 1 14 電気式器具消毒保管機 1 3 L型運搬車 2

15 冷蔵庫 1 4 牛乳保冷庫 3

16 パススルー冷蔵庫 2

17 包丁・まな板消毒保管機 1 1 手洗いシンク 3

18 電気式器具消毒保管機 1

準備室

配膳室

品　　　　　　　名 品　　　　　　　名

調理室 洗浄室検収室・食品庫・下処理室

品　　　　　　　名
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令和７年和泉市議会第４回定例会における財産取得について 

（（仮称）和泉市立北西部こども園給食室厨房機器一式）【概要】 
 

学校園管理室 

□案件 

財産取得について（(仮称)和泉市立北西部こども園給食室厨房機器一式） 
 

□概要 

令和７年和泉市議会第２回定例会における債務負担行為費にて補正予算計上した、（仮称）北西

部こども園整備事業における給食室厨房機器の購入について、指名競争入札により、１７，７６５

千円で仮契約をしており、本契約の締結には、和泉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を要することから、令和７年第４回定例会

において議決を求め、本契約を締結しようとするもの。 
 

□契約方法　　　　　　　　　　指名競争入札（入札日：令和７年１０月７日） 
 

□仮契約日　　　　　　　　　　令和７年１０月９日 
 

□仮契約締結額　　　　　　　　１７，７６５，０００円 
 

□仮契約締結の相手方　　　　　大阪市東淀川区豊里七丁目６番１３号 

株式会社アイホー大阪支店　　支店長 松石　康之 
 

□納入期限　　　　　　　　　　令和９年３月１９日 

 

□取得内容 

 

品　　　　　　　名 数量 品　　　　　　　名 数量

No. 検収室・下処理室 No. 　調理室

1 防水型デジタル台はかり 1 1 小型フードスライサー 1

2 はかり用置台 1 2 移動式スライサー置台 1

3 移動台 2 3 ２槽シンク 1

4 冷凍冷蔵庫 1 4 脇台 1

5 ３槽シンク 1 5 ガステーブル 1

6 １槽シンク 1 6 フライヤー 1

7 上棚 1 7 作業台 1

8 包丁・まな板消毒保管機 1 8 ガスコンロ 1

9 検食保存用冷凍庫 1 9 ガスコンロ置台 1

10 作業台 1 10 ガス式立体炊飯器 1

No. 食品庫 11 パススルーテーブル冷蔵庫 2

1 ステンレスエレクターシェルフ 2 12 折り畳み式配膳台 8

13 移動台 2

No. 洗浄室

1 移動シンク 1

2 ２槽シンク 1

3 パンラック 1

4 ソイルドテーブル 1

5 クリーンテーブル 1

6 電気式食器消毒保管機 1

7 電気式器具消毒保管機 1
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議案第51号 案件1参考：議会提出予定資料 

 

議案第 　　 号 

 

　　　工事請負契約締結について 

 

　（仮称）北西部こども園等整備工事請負契約を締結することについて、和泉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和３９年和泉市条例第１４号）第２条の規定により、次のとおり議会の議決を求める。 

 

　　令和 ７ 年１１月２８日提出 

 

和泉市長　辻　　宏　康　　 

 

１　契約の目的　　　　　　　（仮称）北西部こども園等整備工事 

２　契 約 者　　　　　　　和泉市長　辻　　宏　康 

３　契約の方法　　　　　　　一般競争入札 

４　契 約 金 額　　　　　　　７８５，８３７，８００円 

５　契約の相手方　　　　　　　和泉市伯太町二丁目５番３５－２０５号 

　　　　　　　　　　　　　　　花田建設株式会社和泉営業所 

　　　　　　　　　　　　　　　所長　上間　久美子 



議案第 　　 号参考資料 

 

　　　（仮称）北西部こども園等整備工事概要 

 

１　工 事 場 所　　　和泉市府中町四丁目地内 

２　工 事 種 別　　　建築一式工事 

３　工 事 内 容　　　園舎（鉄筋コンクリート造　２階建　建築面積　１，０５１．６０㎡　延床面積　１，８２７．８３㎡） 

　　　　　　　　　　　駐車場整備工事 

　　　　　　　　　　　　駐車場（１）　６６区画（身体障がい者用区画１区画及びおもいやり区画１区画を含む。） 

　　　　　　　　　　　　駐車場（２）　１５区画（身体障がい者用区画１区画及びおもいやり区画１区画を含む。） 

　　　　　　　　　　　　自転車置場　　３０区画 

　　　　　　　　　　　　バイク置場　　　６区画 

４　工 期　　　自　令和７年　　月　　日（議決の日） 

至　令和９年　２月２６日



議案第51号 案件2参考：議会提出予定資料 

 

議案第 　　 号 

 

　　　工事請負契約締結について 

 

　（仮称）北西部こども園等整備電気設備工事請負契約を締結することについて、和泉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和３９年和泉市条例第１４号）第２条の規定により、次のとおり議会の議決を求める。 

 

　　令和 ７ 年１１月２８日提出 

 

和泉市長　辻　　宏　康　　 

 

１　契約の目的　　　　　　　（仮称）北西部こども園等整備電気設備工事 

２　契 約 者　　　　　　　和泉市長　辻　　宏　康 

３　契約の方法　　　　　　　一般競争入札 

４　契 約 金 額　　　　　　　１４８，９９１，７００円 

５　契約の相手方　　　　　　　和泉市府中町四丁目７０８番地の３ 

　　　　　　　　　　　　　　　オオヤ電機株式会社 

　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　大宅　孝治 



議案第 　　 号参考資料 

 

　　　（仮称）北西部こども園等整備電気設備工事概要 

 

１　工 事 場 所　　　和泉市府中町四丁目地内 

２　工 事 種 別　　　電気工事 

３　工 事 内 容　　　園舎（鉄筋コンクリート造　２階建　建築面積　１，０５１．６０㎡　延床面積　１，８２７．８３㎡） 

　　　　　　　　　　　駐車場整備工事 

　　　　　　　　　　　　駐車場（１）　６６区画（身体障がい者用区画１区画及びおもいやり区画１区画を含む。） 

　　　　　　　　　　　　駐車場（２）　１５区画（身体障がい者用区画１区画及びおもいやり区画１区画を含む。） 

　　　　　　　　　　　　自転車置場　　３０区画 

　　　　　　　　　　　　バイク置場　　　６区画 

上記に伴う電気設備工事一式 

４　工 期　　　自　令和７年　　月　　日（議決の日） 

至　令和９年　２月２６日
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議案第　　　号から第　　　号までの参考資料議案第　　　号から第　　　号までの参考資料議案第　　　号から第　　　号までの参考資料議案第　　　号から第　　　号までの参考資料議案第　　　号から第　　　号までの参考資料議案第　　　号から第　　　号までの参考資料議案第　　　号から第　　　号までの参考資料
　工事請負契約締結について　工事請負契約締結について　工事請負契約締結について　工事請負契約締結について　工事請負契約締結について　工事請負契約締結について　工事請負契約締結について
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Ｎ
議案第　　　号から第　　　号までの参考資料
　工事請負契約締結について
　（（仮称）北西部こども園等整備工事）
　（（仮称）北西部こども園等整備電気設備工事）
　（（仮称）北西部こども園整備機械設備工事）

２階平面図　S=1:300
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議案第　　　号から第　　　号までの参考資料
　工事請負契約締結について
　（（仮称）北西部こども園等整備工事）
　（（仮称）北西部こども園等整備電気設備工事）
　（（仮称）北西部こども園整備機械設備工事）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立面図
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立面図　S=1:300

議案第　　　号から第　　　号までの参考資料
　工事請負契約締結について
　（（仮称）北西部こども園等整備工事）
　（（仮称）北西部こども園等整備電気設備工事）
　（（仮称）北西部こども園整備機械設備工事）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立面図
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議案第51号 案件3参考：議会提出予定資料 

 

議案第 　　 号 

 

　　　工事請負契約締結について 

 

　和泉市立青少年の家改修工事請負契約を締結することについて、和泉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和３９年和泉市条例第１４号）第２条の規定により、次のとおり議会の議決を求める。 

 

　　令和 ７ 年１１月２８日提出 

 

和泉市長　辻　　宏　康　　 

 

１　契約の目的　　　　　　　和泉市立青少年の家改修工事 

２　契 約 者　　　　　　　和泉市長　辻　　宏　康 

３　契約の方法　　　　　　　一般競争入札 

４　契 約 金 額　　　　　　　２４４，０５３，７００円 

５　契約の相手方　　　　　　　和泉市伯太町二丁目５番３５－２０１号 

　　　　　　　　　　　　　　　ＪＳＣテクノス株式会社 

　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　花田　優子 



議案第 　　 号参考資料 

 

　　　和泉市立青少年の家改修工事概要 

 

１　工 事 場 所　　　和泉市槇尾山町地内 

２　工 事 種 別　　　建築一式工事 

３　工 事 内 容　　　鉄骨造　２階建　延床面積　１，４１５．０５㎡（本工事対象延床面積　１，２４０．７８㎡） 

　サウナ棟増築、外壁改修、屋根改修、便所改修、浴室改修及びその他内装改修工事 

４　工 期　　　自　令和７年　　月　　日（議決の日） 

至　令和９年　１月２９日



議案第51号 案件4参考：議会提出予定資料 

 

議案第 　　 号 

 

　　　工事請負契約締結について 

 

　和泉市立青少年の家改修機械設備工事請負契約を締結することについて、和泉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（昭和３９年和泉市条例第１４号）第２条の規定により、次のとおり議会の議決を求める。 

 

　　令和 ７ 年１１月２８日提出 

 

和泉市長　辻　　宏　康　　 

 

１　契約の目的　　　　　　　和泉市立青少年の家改修機械設備工事 

２　契 約 者　　　　　　　和泉市長　辻　　宏　康 

３　契約の方法　　　　　　　一般競争入札 

４　契 約 金 額　　　　　　　１９６，９００，０００円 

５　契約の相手方　　　　　　　和泉市寺門町一丁目１３番１４－１０１号 

　　　　　　　　　　　　　　　奥田商工株式会社和泉営業所 

　　　　　　　　　　　　　　　営業所長　桑山　稔章 



議案第 　　 号参考資料 

 

　　　和泉市立青少年の家改修機械設備工事概要 

 

１　工 事 場 所　　　和泉市槇尾山町地内 

２　工 事 種 別　　　管工事 

３　工 事 内 容　　　鉄骨造　２階建　延床面積　１，４１５．０５㎡（本工事対象延床面積　１，２４０．７８㎡） 

施設改修に係る機械設備工事一式 

　空調・換気設備、給排水給湯衛生設備、ガス設備、消火設備、浄化槽設備及びその他附帯工事 

４　工 期　　　自　令和７年　　月　　日（議決の日） 

至　令和９年　１月２９日



Ｎ

工事場所

槇尾山グリーンランド
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位置図　S=1:5000

議案第　　　号及び第　　　号参考資料

　工事請負契約締結について

　（和泉市立青少年の家改修工事）

　（和泉市立青少年の家改修機械設備工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　位置図
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配置図　S=1:600配置図　S=1:600配置図　S=1:600配置図　S=1:600配置図　S=1:600配置図　S=1:600配置図　S=1:600

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配置図

　（和泉市立青少年の家改修機械設備工事）　（和泉市立青少年の家改修機械設備工事）　（和泉市立青少年の家改修機械設備工事）　（和泉市立青少年の家改修機械設備工事）　（和泉市立青少年の家改修機械設備工事）　（和泉市立青少年の家改修機械設備工事）　（和泉市立青少年の家改修機械設備工事）

　（和泉市立青少年の家改修工事）　（和泉市立青少年の家改修工事）　（和泉市立青少年の家改修工事）　（和泉市立青少年の家改修工事）　（和泉市立青少年の家改修工事）　（和泉市立青少年の家改修工事）　（和泉市立青少年の家改修工事）

議案第　　　号及び第　　　号参考資料議案第　　　号及び第　　　号参考資料議案第　　　号及び第　　　号参考資料議案第　　　号及び第　　　号参考資料議案第　　　号及び第　　　号参考資料議案第　　　号及び第　　　号参考資料議案第　　　号及び第　　　号参考資料
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令和８年度 

和泉市立学校教職員人事基本方針 
 

 

和泉市教育委員会 

 

 

 本市においては、次世代を担う人材を育成するために、各学校が学習指導要領の趣旨を

踏まえるとともに、義務教育９年間を見通し、「めざす子ども像」を設定し、小中一貫教育

に取組んでいる。 

また、和泉市教育大綱の理念において「確かな学力」、「豊かな心」、「健康・体力」を備

えた社会に貢献できる人材を『輩出し続けるまち』をめざし、全市的な教育力の醸成を図

っている。 

 とりわけ、義務教育を担う小中学校および義務教育学校は、保護者・地域と協働しなが

ら責任をもって「確かな学力を身につけた心豊かな子ども」を育成するため、中学校区の

教職員が心を一つにした教育活動を行うことが重要である。 

これらを踏まえて、教育に対する市民の期待と要望にこたえ、本市における学校教育を

健全に発展させるためには、適切な人事管理のもと、明るい、秩序ある学校運営の推進と

教育意欲の高揚、及び教職員組織の充実を図ることが肝要である。 

 したがって、令和８年度の教職員人事を行うに際しては、児童生徒数の推移及び教職員

構成の実態を考慮しながら、本市教育界への諸要請にこたえる適切な人事を行うため、下

記の事項に重点を置き、積極的に努力を払うものとする。 

 
 

                   記 

 

１ 教職員の人事について 

（１）過欠員の調整 

児童・生徒数の増減等に基づく定数事情を勘案の上、他の市町村との計画的な広域

異動及び配置換（以下「異動等」という。）を行い、効率的な過欠員の調整を図る。 

 

（２）教職員構成の適正化 

各学校における教職員の構成については、年齢別、性別、担当教科別等を勘案する

とともに、各分野において推進力となる教職員を適正に配置するよう努める。 

 

① 教職員の経験を豊かにし、資質を高め、学校に清新の気風を醸成するため、現任

校における勤務年数が相当長期にわたる者については、それぞれの学校事情に応じ

て、下記（３）の事項に基づき計画的に異動等を行う。 

 

② 「大阪府人権教育推進計画」・「人権教育基本方針」の趣旨を踏まえて、人権尊重

の教育を推進するための人材を学校の実情に応じて配置するよう努める。 
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なお、在外教育施設等への派遣経験者や様々な人事交流の経験者の配置について

は、それぞれ経験した教育活動が活かされるよう配慮する。 

 

③ 異動等に当たっては、広域的な人事交流や校種間異動を積極的に推進するととも

に、教職員の個別事情は、教育振興の原則に反しない限り考慮する。 

 

（３）同一校に長年勤務している者の異動の推進 

   学校の活性化、教職員の資質向上の観点から、以下の基準により、同一校における 

長期勤務者の異動を積極的に推進する。 

① 新規採用者 

現任校に４年以上勤務している者については、最長６年を目途として異動等を行

う。 

 

② ①以外の者 

現任校に４年以上勤務している者については、最長８年を目途として異動等を行

う。 

 

（４）新規採用教員の人事 

新規採用教員については、資質の向上及び学校の活性化を図るための適正な配置と

なるよう考慮する。 

また、異動にあたっては、様々な教育活動を経験できるよう人事交流を積極的に推

進する。 

 

（５）学校の活性化を図る人事の推進 

   学校長の魅力ある学校づくりの推進と若手教職員の学校運営への参画を促進する等、 

教職員の意欲の向上を図る人事を推進する。 

 

（６）義務教育学校の人事 

   義務教育学校の教員については、小中一貫教育の目的を正しく理解し、その実現に

向け努力を惜しまず取り組む情熱を持ち、児童生徒、保護者、地域等と深くつながり、

信頼される教員を配置するよう努める。 

  また、任用にあたっては、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有す

る者を任用する。ただし当分の間は、小学校の教員の免許状を有する者は前期課程、中

学校の免許状を有する者を後期課程の教諭等として任用する。 

    

   

２ 校長、副校長及び教頭の人事について 

学校の管理運営は、全教職員の一致協力によって成果をあげ得るものであるが、特に

学校の統括的な責任者として教職員の指導に当たるべき校長と、これを補佐すべき副校

長、教頭については、高い識見と管理能力が要請されるため、その人を得ることが重要

である。校長及び副校長、教頭の任用に当たっては、特に、優秀な人材を配置し得るよ
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う慎重に選考するとともに、異動等も十分考慮して行う。 

また、女性教職員の管理職任用を積極的に推進する。 

なお、義務教育学校の管理職については校長１名、教頭３名を置くこととするが、必

要と認める場合は校長１名、副校長 1名、教頭２名を置くことができる。 

 

３ 女性教職員の人事について 

  女性教職員が、学校運営の中心的な役割を果たせるよう考慮する。 

（１）各学校の主任等については、女性教職員の登用を計画的に進める。 

（２）女性教職員の人事に当たっては、母性保護の観点に十分配慮する。 

 

４ 教職員の退職について 

（１）年度末に退職する教職員の退職手当に関する優遇措置については、その趣旨の周知

徹底を図る。 

（２）定年年齢引き上げに伴う暫定再任用制度に関しては、その趣旨を十分に考慮しなが

ら、適切に運用するように努める。また、暫定再任用希望教職員の異動等にあたって

は本人の希望時数、担当教科、さらには各学校事情等勘案し、和泉市教育委員会が判

断するものとする。 
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留 意 事 項 
 

 「令和８年度和泉市立学校教職員人事基本方針」に基づき人事を行うに当たっては、次

の事項に配慮するものとする。 

 

１ 教職員の人事について 

（１）教職員構成の適正化 

各学校における教職員の年齢、性別等の構成状況を検討するとともに、指導力・人

間関係等についても配慮し、継続的・計画的にそれぞれの学校に適合するよう教職員

を配置する。 

中学校、義務教育学校後期課程においては、教科担当教員の適正配置を期すよう配慮

する。 

なお、異動等に当たっては、校長の意向を十分考慮する。 

（２）市町村間における人事交流の推進 

異動等を行うに当たっては、学校の活性化を推進するために他の市町村との人事の

交流を積極的に行う。 

（３）小中一貫教育、校種間異動等の推進 

各中学校区、義務教育学校における小中一貫教育を推進するため小・中学校間の教

員の協同の関係を構築し、個に応じたきめ細かい学習指導・生徒指導・進路指導を一

層推進する観点を念頭に置いた異動等を積極的に行う。 

（４）特に配慮を要する事項 

人権尊重の教育を推進するため、指導力と熱意のある教員を配置するよう特に配慮

する。 

 

２ 校長、副校長及び教頭の人事について 

（１）校長、副校長及び教頭の人事については、広域的な人事交流に十分配慮しつつ、そ

の適性、能力、その他の諸条件を考慮して異動等を行う。 

（２）「特色ある学校づくり」を推進するため、各学校の実情を考慮の上、適材を適所に配

置する。 

 

３ 産休・育休・病休等の代替講師の確保について 

産休・育休・病休等の代替講師については、学校運営に支障をきたさないようその確

保に努める。 

 

〔備考〕 

  「教職員の人事基本方針」の中の「教職員の個別事情」とは、下記の者をいう。 

① 現在妊娠中の者及び産休中の者 

② 生後１年未満の子を育児中の者 

③ 休職中の者（長期病休中の者を含む） 

④ その他、教育委員会が特に必要と認める者 

 

 



 1 / 6 

 

新 旧 

令和８年度 

和泉市立学校教職員人事基本方針 

 

和泉市教育委員会 

 

 本市においては、次世代を担う人材を育成するために、各学校が学習指導

要領の趣旨を踏まえるとともに、義務教育９年間を見通し、「めざす子ども

像」を設定し、小中一貫教育に取組んでいる。 

また、和泉市教育大綱の理念において「確かな学力」、「豊かな心」、「健康・

体力」を備えた社会に貢献できる人材を『輩出し続けるまち』をめざし、全

市的な教育力の醸成を図っている。 

 とりわけ、義務教育を担う小中学校および義務教育学校は、保護者・地域

と協働しながら責任をもって「確かな学力を身につけた心豊かな子ども」を

育成するため、中学校区および義務教育学校区の教職員が心を一つにした教

育活動を行うことが重要である。 

これらを踏まえて、教育に対する市民の期待と要望にこたえ、本市におけ

る学校教育を健全に発展させるためには、適切な人事管理のもと、明るい、

秩序ある学校運営の推進と教育意欲の高揚、及び教職員組織の充実を図るこ

とが肝要である。 

 したがって、令和８年度の教職員人事を行うに際しては、児童生徒数の推

移及び教職員構成の実態を考慮しながら、本市教育界への諸要請にこたえる

適切な人事を行うため、下記の事項に重点を置き、積極的に努力を払うもの

とする。 

 

                   記 

 

１ 教職員の人事について 

（１）過欠員の調整 

令和７年度 

和泉市立学校教職員人事基本方針 

 

和泉市教育委員会 

 

 本市においては、次世代を担う人材を育成するために、各学校が学習指導

要領の趣旨を踏まえるとともに、義務教育９年間を見通し、「めざす子ども

像」を設定し、小中一貫教育に取組んでいる。 

また、和泉市教育大綱の理念において「確かな学力」、「豊かな心」、「健康・

体力」を備えた社会に貢献できる人材を『輩出し続けるまち』をめざし、全

市的な教育力の醸成を図っている。 

 とりわけ、義務教育を担う小中学校および義務教育学校は、保護者・地域

と協働しながら責任をもって「確かな学力を身につけた心豊かな子ども」を

育成するため、中学校区および義務教育学校区の教職員が心を一つにした教

育活動を行うことが重要である。 

これらを踏まえて、教育に対する市民の期待と要望にこたえ、本市におけ

る学校教育を健全に発展させるためには、適切な人事管理のもと、明るい、

秩序ある学校運営の推進と教育意欲の高揚、及び教職員組織の充実を図るこ

とが肝要である。 

 したがって、令和７年度の教職員人事を行うに際しては、児童生徒数の推

移及び教職員構成の実態を考慮しながら、本市教育界への諸要請にこたえる

適切な人事を行うため、下記の事項に重点を置き、積極的に努力を払うもの

とする。 

 

                   記 

 

１ 教職員の人事について 

（１）過欠員の調整 

令和８年度和泉市立学校教職員人事基本方針 新旧対照表 
議案第３９号 
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児童・生徒数の増減等に基づく定数事情を勘案の上、他の市町村との

計画的な広域異動及び配置換（以下「異動等」という。）を行い、効率

的な過欠員の調整を図る。 

 

（２）教職員構成の適正化 

各学校における教職員の構成については、年齢別、性別、担当教科別

等を勘案するとともに、各分野において推進力となる教職員を適正に

配置するよう努める。 

 

① 教職員の経験を豊かにし、資質を高め、学校に清新の気風を醸成す

るため、現任校における勤務年数が相当長期にわたる者については、

それぞれの学校事情に応じて、下記（３）の事項に基づき計画的に異

動等を行う。 

 

② 「大阪府人権教育推進計画」・「人権教育基本方針」の趣旨を踏まえ

て、人権尊重の教育を推進するための人材を学校の実情に応じて配

置するよう努める。 

なお、在外教育施設等への派遣経験者や様々な人事交流の経験者

の配置については、それぞれ経験した教育活動が活かされるよう配

慮する。 

 

③ 異動等に当たっては、広域的な人事交流や校種間異動を積極的に

推進するとともに、教職員の個別事情は、教育振興の原則に反しない

限り考慮する。 

 

（３）同一校に長年勤務している者の異動の推進 

   学校の活性化、教職員の資質向上の観点から、以下の基準により、同

一校における長期勤務者の異動を積極的に推進する。 

児童・生徒数の増減等に基づく定数事情を勘案の上、他の市町村との

計画的な広域異動及び配置換（以下「異動等」という。）を行い、効率

的な過欠員の調整を図る。 

 

（２）教職員構成の適正化 

各学校における教職員の構成については、年齢別、性別、担当教科別

等を勘案するとともに、各分野において推進力となる教職員を適正に

配置するよう努める。 

 

① 教職員の経験を豊かにし、資質を高め、学校に清新の気風を醸成す

るため、現任校における勤務年数が相当長期にわたる者については、

それぞれの学校事情に応じて、下記（３）の事項に基づき計画的に異

動等を行う。 

 

② 「大阪府人権教育推進計画」・「人権教育基本方針」の趣旨を踏まえ

て、人権尊重の教育を推進するための人材を学校の実情に応じて配

置するよう努める。 

なお、在外教育施設等への派遣経験者や様々な人事交流の経験者

の配置については、それぞれ経験した教育活動が活かされるよう配

慮する。 

 

③ 異動等に当たっては、広域的な人事交流や校種間異動を積極的に

推進するとともに、教職員の個別事情は、教育振興の原則に反しない

限り考慮する。 

 

（３）同一校に長年勤務している者の異動の推進 

   学校の活性化、教職員の資質向上の観点から、以下の基準により、同

一校における長期勤務者の異動を積極的に推進する。 
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① 新規採用者 

現任校に４年以上勤務している者については、最長６年を目途と

して異動等を行う。 

 

② ①以外の者 

現任校に４年以上勤務している者については、最長８年を目途と

して異動等を行う。 

 

（４）新規採用教職員の人事 

新規採用教職員については、資質の向上及び学校の活性化を図るた

めの適正な配置となるよう考慮する。 

また、異動にあたっては、様々な教育活動を経験できるよう人事交流

を積極的に推進する。 

 

（５）学校の活性化を図る人事の推進 

   学校長の魅力ある学校づくりの推進と若手教職員の学校運営への参

画を促進する等、教職員の意欲の向上を図る人事を推進する。 

 

（６）義務教育学校の人事 

   義務教育学校の教職員については、小中一貫教育の目的を正しく理解

し、その実現に向け努力を惜しまず取り組む情熱を持ち、児童生徒、保

護者、地域等と深くつながり、信頼される教職員を配置するよう努める。 

  また、任用にあたっては、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の

免許状を有する者を任用する。ただし当分の間は、小学校の教員の免許

状を有する者は前期課程、中学校の免許状を有する者を後期課程の教諭

等として任用する。 

    

 

① 新規採用者 

現任校に４年以上勤務している者については、最長６年を目途と

して異動等を行う。 

 

② ①以外の者 

現任校に５年以上勤務している者については、最長９年を目途と

して異動等を行う。 

 

（４）新規採用教職員の人事 

新規採用教職員については、資質の向上及び学校の活性化を図るた

めの適正な配置となるよう考慮する。 

また、異動にあたっては、様々な教育活動を経験できるよう人事交流

を積極的に推進する。 

 

（５）学校の活性化を図る人事の推進 

   学校長の魅力ある学校づくりの推進と若手教職員の学校運営への参

画を促進する等、教職員の意欲の向上を図る人事を推進する。 

 

（６）義務教育学校の人事 

   義務教育学校の教職員については、小中一貫教育の目的を正しく理解

し、その実現に向け努力を惜しまず取り組む情熱を持ち、児童生徒、保

護者、地域等と深くつながり、信頼される教職員を配置するよう努める。 

  また、任用にあたっては、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の

免許状を有する者を任用する。ただし当分の間は、小学校の教員の免許

状を有する者は前期課程、中学校の免許状を有する者を後期課程の教諭

等として任用する。 
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２ 校長、副校長及び教頭の人事について 

学校の管理運営は、全教職員の一致協力によって成果をあげ得るもので

あるが、特に学校の統括的な責任者として教職員の指導に当たるべき校長

と、これを補佐すべき副校長、教頭については、高い識見と管理能力が要

請されるため、その人を得ることが重要である。校長及び副校長、教頭の

任用に当たっては、特に、優秀な人材を配置し得るよう慎重に選考すると

ともに、異動等も十分考慮して行う。 

また、女性教職員の管理職任用を積極的に推進する。 

なお、義務教育学校の管理職については校長１名、教頭３名を置くこと

とするが、必要と認める場合は校長１名、副校長 1名、教頭２名を置くこ

とができる。 

 

３ 女性教職員の人事について 

  女性教職員が、学校運営の中心的な役割を果たせるよう考慮する。 

（１）各学校の主任等については、女性教職員の登用を計画的に進める。 

（２）女性教職員の人事に当たっては、母性保護の観点に十分配慮する。 

 

４ 教職員の退職について 

（１）年度末に退職する教職員の退職手当に関する優遇措置については、そ

の趣旨の周知徹底を図る。 

（２）定年年齢引き上げに伴う暫定再任用制度に関しては、その趣旨を十分

に考慮しながら、適切に運用するように努める。また、暫定再任用希望

教職員の異動等にあたっては本人の希望時数、担当教科、さらには各学

校事情等勘案し、和泉市教育委員会が判断するものとする。 

 

 

 

 

２ 校長、副校長及び教頭の人事について 

学校の管理運営は、全教職員の一致協力によって成果をあげ得るもので

あるが、特に学校の統括的な責任者として教職員の指導に当たるべき校長

と、これを補佐すべき副校長、教頭については、高い識見と管理能力が要

請されるため、その人を得ることが重要である。校長及び副校長、教頭の

任用に当たっては、特に、優秀な人材を配置し得るよう慎重に選考すると

ともに、異動等も十分考慮して行う。 

また、女性教職員の管理職任用を積極的に推進する。 

なお、義務教育学校の管理職については校長１名、教頭３名を置くこと

とするが、必要と認める場合は校長１名、副校長 1名、教頭２名を置くこ

とができる。 

 

３ 女性教職員の人事について 

  女性教職員が、学校運営の中心的な役割を果たせるよう考慮する。 

（１）各学校の主任等については、女性教職員の登用を計画的に進める。 

（２）女性教職員の人事に当たっては、母性保護の観点に十分配慮する。 

 

４ 教職員の退職について 

（１）年度末に退職する教職員の退職手当に関する優遇措置については、そ

の趣旨の周知徹底を図る。 

（２）定年退職者を対象とする再任用制度に関しては、その趣旨を十分に考

慮しながら、適切に運用するように努める。また、暫定再任用希望教職

員の異動等にあたっては本人の希望時数、担当教科、さらには各学校事

情等勘案し、和泉市教育委員会が判断するものとする。 
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留 意 事 項 

 

 「令和８年度和泉市立学校教職員人事基本方針」に基づき人事を行うに当

たっては、次の事項に配慮するものとする。 

 

１ 教職員の人事について 

（１）教職員構成の適正化 

各学校における教職員の年齢、性別等の構成状況を検討するととも

に、指導力・人間関係等についても配慮し、継続的・計画的にそれぞれ

の学校に適合するよう教職員を配置する。 

中学校、義務教育学校後期課程においては、教科担当教員の適正配置

を期すよう配慮する。 

なお、異動等に当たっては、校長の意向を十分考慮する。 

（２）市町村間における人事交流の推進 

異動等を行うに当たっては、学校の活性化を推進するために他の市

町村との人事の交流を積極的に行う。 

（３）小中一貫教育、校種間異動等の推進 

各中学校区、義務教育学校における小中一貫教育を推進するため小・

中学校間の教員の協同の関係を構築し、個に応じたきめ細かい学習指

導・生徒指導・進路指導を一層推進する観点を念頭に置いた異動等を積

極的に行う。 

（４）特に配慮を要する事項 

人権尊重の教育を推進するため、指導力と熱意のある教員を配置す

るよう特に配慮する。 

 

２ 校長、副校長及び教頭の人事について 

（１）校長、副校長及び教頭の人事については、広域的な人事交流に十分配

慮しつつ、その適性、能力、その他の諸条件を考慮して異動等を行う。 

（２）「特色ある学校づくり」を推進するため、各学校の実情を考慮の上、

適材を適所に配置する。 

 

３ 産休・育休・病休等の代替講師の確保について 

産休・育休・病休等の代替講師については、学校運営に支障をきたさな
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いようその確保に努める。 

 

〔備考〕 

  「教職員の人事基本方針」の中の「教職員の個別事情」とは、下記の者

をいう。 

① 現在妊娠中の者及び産休中の者 

② 生後１年未満の子を育児中の者 

③ 休職中の者（長期病休中の者を含む） 

④ その他、教育委員会が特に必要と認める者 
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